
１ 競争入札に付する事項  

(1) 事業名 

天明校区施設一体型義務教育学校施設整備事業  

(2) 目的及び概要 

熊本市（以下「本市」という。）では、令和４年（２０２２年）

１２月に策定した「天明校区施設一体型義務教育学校基本計画」  

に基づき、天明校区の小学校４校（中緑小学校、銭塘小学校、奥古

閑小学校及び川口小学校）と天明中学校を統合し、施設一体型義務

教育学校の整備を行うこととした。  

天明校区施設一体型義務教育学校施設整備事業（以下「本事業」

という。）では、設計施工一括発注方式により実施することで、本

市の求める要望等に最も適した提案を採用し、より効果的かつ効

率的に質の高い公共サービスの提供を図ることを目的とする。  

※詳細は要求水準書を参考のこと。 

(3) 事業場所 

熊本市南区奥古閑町２１４６番地１ 

 (4) 事業対象施設 

本事業で対象とする施設は、以下のアからウまでに掲げるもの

とする（以下、これらを総称して「本施設」という。）。  

ア 天明校区施設一体型義務教育学校校舎  

イ 外構（グラウンド、スクールバス停留場、駐車スペース、駐

輪場、中庭、植栽、フェンス、道路状拡幅等）  

ウ  アからイまでに掲げるもののほか、敷地内に設置する工作

物 

 また、本事業では、上記施設の整備に加え、事業予定地内の既

存中学校校舎等の解体・撤去（アスベスト対策を含む。）を行

うものとする。 

(5) 事業の対象範囲 

ア 設計業務 

(ｱ)事前調査業務（必要に応じて現況測量、地盤調査、土壌調査

及び振動・騒音測定等）  

(ｲ)本施設の設計業務（解体設計、外構、太陽光発電設備等を含

む） 

(ｳ)近隣対応業務 

(ｴ)電波障害調査業務 

(ｵ)本事業に伴う各種申請等の業務  



(ｶ)その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務  

イ 建設・工事監理業務（PPA 事業を提案する場合は、太陽光発電

設備を除く ） 

(ｱ)建設業務 

(ｲ)什器・備品等の調達・設置業務  

(ｳ)工事監理業務 

(ｴ)既存施設等の解体・撤去業務（アスベスト対策を含む）  

(ｵ)近隣 対応・対策業務（周辺家屋影響調査を含む）  

(ｶ)電波障害対策業務 

(ｷ)事後調査業務（近隣調査等）  

(ｸ)開校に必要な準備（現場見学会、完成見学会、パンフレット

作成（３，０００部）、施設に係る利用説明書等）  

(ｹ)その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務  

(6) 事業期間 

契約締結日から令和１１年（２０２９年）３月３１日まで 

(7) 予定価格 

６，０５０，０００，０００円  

（消費税及び地方消費税の額を含む）  

 

２ 担当部局 

〒８６０－８６０１ 熊本市中央区手取本町１番１号  

熊本市教育委員会事務局教育総務部教育改革推進課 

電話 ０９６－３２８－２７０８（直通） 

電子メール kyouikukaikaku@city.kumamoto.lg.jp 

 

３ 入札手続の種類 

この案件は、入札手続において事業計画の提案内容を記載した提

案書の提出を求め、入札者の提示する技術、専門的知識、創意工夫等

と入札価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方

式の入札案件である。 

 

４ 競争入札参加資格 

(1) 入札参加者の構成等は次のとおりとする。 

ア 入札参加者は、複数の企業で構成される共同企業体を結成す

るものとし、入札参加者のうち、共同企業体を構成するものを構

成員といい、構成員から直接業務を受託する者を協力企業とい
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う。ただし、建設工事業務については、特定建設工事共同企業体

（以下「建設ＪＶ」という。）が構成員となることができるもの

とする。 

イ 入札参加者のうち、すべての構成員の担当業務（設計、建設工

事及び工事監理をいう。）を明らかにすること。 また、参加表

明書の提出時に代表者（以下「代表企業」という。）及びその他

の構成員の名称を明記し、必ず代表企業が入札手続きを行うこ

と。 

ウ 代表企業は、全構成員中最大の出資者であること。なお、建設

ＪＶが構成員となる場合は、建設ＪＶのうち、最大出資比率の構

成員が建設ＪＶの代表者となること。 

エ 構成員は、それぞれの分担業務について責任を負うとともに、

本事業に係る業務全体についても連帯して責任を負うものとす

る。 

オ 当該共同企業体は、設計建設工事請負契約の完了後３ヶ月を

経過するまでの間は解散することができない。また共同企業体

構成員は、当該共同企業体が本事業を完了する日まで脱退する

ことができない。 

カ 本市は、熊本市内に主たる営業所を置く企業が入札参加者又

は下請け企業（構成員から業務の一部を受託し又は請け負う者。）

として本事業に加わる等、地元経済貢献への配慮を期待する。  

キ 構成員及び協力企業は、本事業に関して、複数の入札参加者と

なることはできない。  

(2) 入札参加者の参加資格要件は次のとおりとし、設計、建設工事、

工事監理の各業務を行う者は、それぞれア～エのすべてを満たさ

なければならない。オについては、本施設に事業者自らが所有す

る太陽光発電設備を自らの費用により設置し、その後当該太陽光

発電設備を用いて発電した電力を本施設に供給するＰＰＡ事業

に係る提案を行う場合、ＰＰＡ事業実施予定企業が要件を満たさ

なければならない。  

なお、複数の要件を満たす者は、当該複数業務を行うことがで

きる。ただし、工事監理業務は、設計業務及び建設工事業務その

他の業務を行う者と同一の者又は資本面若しくは人事面におい

て関連のある者が実施してはならない 。 

ア 次に掲げる要件をすべて満たしている者  

(ｱ) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該



当しない者であること。  

(ｲ) 会社更生法 (平成１４年法律第１５４号 )第１７条の規定

による更生手続の開始の申立て又は民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続の開始の申

立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再

生計画の認可決定がなされていること。  

(ｳ) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱

（平成１８年告示第１０５号）第３条第１号の規定に該当し

ないこと。 

(ｴ) 熊本市工事請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要

綱（平成７年告示第１０８号）、熊本市上下水道局工事請負及

び委託契約に係る指名停止等の措置要綱（平成２１年１２月

１５日上下水道事業管理者決裁）、熊本市交通局工事請負及

び委託契約に係る指名停止等の措置要綱（平成２１年７月１

日交通事業管理者決裁）又は熊本市病院局工事請負及び委託

契約に係る指名停止等の措置要綱指名停止要綱（平成２１年

４月１日病院事業管理者決裁。以下「指名停止要綱」という。）

に基づく指名停止を受けていないこと。  

(ｵ) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 

(ｶ) 過去３年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な

行為を行った者であって、契約の相手方として不適当と市長

が認めるものでないこと。  

(ｷ) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに

該当する関係がないこと。  

ａ 資本関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。  

(a) 子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条

第３号の２に規定する子会社等をいう。以下同じ。）と

親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。

以下同じ。）の関係にある場合  

(b) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場

合 

ｂ 人的関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、 (a)につい

ては、会社等（会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２

号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）



の一方が、民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存

続中の会社等又は更生会社（会社更生法第２条第７項に規定

する更生会社をいう。）である場合を除く。  

(a) 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項

第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以

下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場

合 

① 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

ⅰ 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員

会設置会社における監査等委員である取締役  

ⅱ 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設

置会社における取締役  

ⅲ 会社法第２条第１５号に規定する社外取締役  

Ⅳ 会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の

定めがある場合により業務を執行しないこととされ

ている取締役 

②  会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会

社の執行役 

③ 会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名

会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（同法第

５９０条第１項に規定する定款に別段の定めがある

場合により業務を執行しないこととされている社員

を除く。） 

④ 組合の理事 

⑤ その他業務を執行する者であって、①から④までに

掲げる者に準ずる者  

(b) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法

第６４条第２項又は会社更生法第６７条第１項の規定

により選任された管財人（以下単に管財人という。）を

現に兼ねている場合  

(c) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を

現に兼ねている場合  

Ｃ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合  

組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に

参加している場合その他上記ａ又はｂと同視しうる資本関

係又は人的関係があると認められる場合。  



(ｸ) 本市に対して熊本市工事競争入札参加者の資格審査及び

指名基準に関する規則（昭和４１年規則第１５号。以下「資

格審査規則」という。）第１０条に規定する有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に登載されている者であ

ること。 

入札参加資格審査申請時点で有資格業者名簿に登載されて

いない者は、５(3)の手続きに従い競争入札参加資格審査を申

請し、資格を有すると認められた者であること。  

ただし、オに該当する者を除く。 

イ 設計業務を行う者の資格は次のとおりとする。  

設計業務を行う者は構成員とし、次の(ｱ)～(ｳ)をすべて満た

す者であること。なお、設計業務を複数の者で実施する場合は、

少なくとも 1 者は(ｱ)～(ｳ)のすべてを、その他の者は(ｱ)を満

たすこと。 

(ｱ) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項に

より、一級建築士事務所の登録を受けた者。 

(ｲ) 平成２５年（２０１３年）４月１日以降に、国又は地方公

共団体から直接受託した、延べ床面積（増築又は改築の場合

は、増築又は改築部分の面積に限る。）４，０００㎡以上の施

設一体型の小中一貫校又は義務教育学校（小学校（前期課程）

と中学校（後期課程）の校舎の全部又は一部が、同一敷地内

に一体的に整備されている学校をいう。）の基本設計業務及

び実施設計業務（改修工事を除く。）を元請として履行した実

績を有していること。  

(ｳ) 設計を行う者と参加表明書及び入札資格審査に関する提

出書類の受付日から起算して過去３ヶ月以上の直接的かつ

恒常的な雇用関係がある一級建築士の資格を有する者を管

理技術者（設計業務の技術上の管理等を行う者をいう。）とし

て配置できること。なお、落札後、本市が必要と認めた場合、

設計を行う者は当該管理技術者を変更することができるも

のとする。 

 

ウ 建設工事業務を行う者の資格は次のとおりとする。 

建設工事業務を行う者は構成員とし、単体企業又は建設ＪＶ

とする。単体企業で参加する場合には、(ｱ)～(ｶ)の、建設ＪＶ

を結成する場合は、代表建設構成員は(ｱ)～(ｷ)のすべてを、そ



の他の建設構成員は(ｱ)(ｲ)(ｵ)(ｶ)及び(ｷ)の要件を満たすこと。 

(ｱ) 建築一式工事については、建設業法（昭和２４年（１９４

９年）法律第１００号）第３条第１項の規定する特定建設業

の許可を受けた者であること。  

(ｲ) 建築一式工事について、有資格者名簿に登載されているこ

と。 

(ｳ) 平成２５年（２０１３年）４月１日以降に、国又は地方公

共団体が発注し、完成した延べ床面積（増築又は改築の場合

は、増築又は改築部分の面積に限る。）４，０００㎡以上の建

築物の新築、増築又は改築の施工（改修工事を除く。）実績を

有していること。ただし、共同企業体としての実績は、代表

者のものに限る。 

(ｴ) 次の要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を専

任で配置できること。 

ａ  一級建築施工管理技士若しくは一級建築士の資格を有す

る者又は建設業法第１５条第２号ハの規定による認定を受

けたものであること。  

ｂ 監理技術者の場合、建設業法第２７条の１８第１項の規定

による建築一式工事に係る監理技術者資格者証を有し、建設

業法第２６条第５項に規定する監理技術者講習修了証を有

している者で、参加表明書及び入札資格審査に関する提出書

類の受付日から起算して過去３ヶ月以上の直接的かつ恒常

的な雇用関係があること。  

ⅽ 平成２５年（２０１３年）４月１日以降に、元請けとして、

官公庁が発注した建築物の新築、増築又は改築の工事に全工

期にわたって従事した実績を有するものであること。  

ｄ  建設業法上の営業所における専任の技術者でない者であ

ること。 

(ｵ) 建設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査（審査基

準日が直近のものに限る。）における建築一式工事の総合評

定値が、建設企業のうち１者以上が１，０００点以上の者で

あること。その他の者は８５０点以上であればよいものとす

る。 

(ｶ) 社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）の未

加入事業者（法令により適用除外とされている場合を除く。）

でないこと。 



(ｷ) 建設ＪＶの結成にあたっては、共同施工方式（以下「甲型

ＪＶ」という。）によるものとし、すべての構成員は、次のａ

～ｃをすべて満たしていること。  

ａ  建設ＪＶの代表建設構成員は出資比率が構成員中最大の

企業であること。 

ｂ 建設ＪＶの建設構成員数は２者又は３者とする。 

ｃ 建設構成員当たりの出資比率は、構成員数に応じ以下の基

準を満たすこと。 

(a) ２者の場合、３０％以上 

(b) ３者の場合、２０％以上 

※甲型ＪＶの詳細については国土交通省ホームページを

参照のこと。 

URL： http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000101.html  

エ 工事監理業務を行う者の資格は次のとおりとする。 

工事監理業務を行う者は構成員とし、次の(ｱ)～(ｳ)をすべて

満たす者であること。なお、工事監理業務を複数の者で実施す

る場合は、少なくとも 1 者は (ｱ)～(ｳ)のすべてを、その他の

者は(ｱ)の要件を満たしていること。  

(ｱ) 建築士法第２３条第１項の規定により、一級建築士事務所

の登録を受けた者であること。  

(ｲ) 平成２５年（２０１３年）４月１日以降に、国又は地方公

共団体から直接受託した、延べ床面積（増築又は改築の場合

は、増築又は改築部分の面積に限る。）４，０００㎡以上の公

共施設の工事監理業務（改修工事を除く。）を元請として履行

した実績を有していること。  

(ｳ) 工事監理企業と参加表明書及び入札資格審査に関する提

出書類の受付日から起算して過去３ヶ月以上の直接的かつ

恒常的な雇用関係がある一級建築士である工事監理者（建築

基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５条の６第４項の規

定による工事監理者をいう。）を配置できること。  

 

オ 太陽光発電設備を用いて発電した電力を本施設に供給するＰ

ＰＡ事業を提案する場合の資格は次のとおりとする。 

太陽光発電設備を用いて発電した電力を本施設に供給する

ＰＰＡ事業を提案する場合、構成員又は協力企業とし、 次の

(ｱ)及び(ｲ)の要件を満たすこと。 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000101.html


(ｱ) 熊本市物品売買（修理）契約参加資格者に関する要綱第５

条に規定する熊本市物品関係競争入札（見積）参加資格者名

簿に登載されていること。  

(ｲ) 高圧又は低圧施設において、太陽光発電設備をＰＰＡ方式

で受託した実績を有すること。ただし、官公庁が発注したも

のでなくても構わない。  

(3) 入札参加者の制限は次のとおりとする。  

次のいずれかに該当する者は、入札参加者となることはできな

い。 

ア 建築士法第２６条第２項の規定による事務所の閉鎖命令を受

けている者。 

イ 建設業法第２８条第３項又は第５項の規定による営業停止命

令を受けている者。  

ウ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１

７年法律第８７号）第６４条の規定による改正前の商法（明治３

２年法律第４８号）第３８１条（会社法の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律第１０７条の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合を含む。）の規定に基づく整理開始の申立て

若しくは通告、破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若し

くは第１９条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生

法第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

る者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民

事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者で

あって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が

確定したものを除く。）でないこと。  

エ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号）に違反し、公正取引委員会から排除措置等の命

令を受けている者。  

オ 本市が、本事業に係るアドバイザリー業務を委託している者、

及び当該アドバイザリー業務において提携関係にある者、又は

これらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。本

事業に係るアドバイザリー業務に関与した者は、以下のとおり

である。 

(ｱ) 株式会社 建設技術研究所（東京都中央区）  

(ｲ) 竹澤建築設計工房（千葉県船橋市）  



(ｳ) シリウス総合法律事務所（東京都千代田区）  

カ 天明校区施設一体型義務教育学校施設整備事業者選定審議会

の委員と資本面又は人事面において関連がある者。なお、実施方

針（案）を公表した令和５年（２０２３年）６月２３日（金）以

降に、本事業に関わって、当該委員に接触を試みた者は、入札参

加資格を失うものとする。  

キ 過去１年間において消費税、地方消費税並びに本市市税の滞

納がある者。 

 

５ 申請手続等 

(1) 入札説明書等の交付期間及び方法  

令和５年（２０２３年）８月１６日（水）から令和５年（２０２

３年）９月１９日（火）まで熊本市ホームページへ掲載するほか、

希望する場合は２の担当部局で配布する（担当部局での配布につ

いては熊本市の休日及び期限の特例を定める条例（平成元年条例

第３２号）第１条に規定する市の休日（以下「休日」という。）を

除く。）。郵送又は電送（ファックス、電子メール等）による交付は

行わない。担当部局での配布は、午前９時から午後５時まで。熊本

市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロー

ドできる。 

なお、要求水準書等については、入札日までの間、２の担当部局

において閲覧に供する。  

(2) 参加表明書及び資格審査に関する書類等の提出方法等 

本件入札の参加希望者は、参加表明書及び資格審査に関する必

要書類（以下「参加表明書等」という。）を提出し、競争入札参加

資格の有無について市長の確認を受けなければならない。提出方

法等については、次によるものとする。  

ア 提出書類及び提出方法  

別表１に掲げる参加表明書等について持参又は郵送により提

出すること。電送（ファックス、電子メール等）による提出は受

け付けない。郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によること

とし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。  

提出書類については、別添「様式集（入札参加資格審査）」に

基づき作成し、提出すること。  

イ 受付期間 

令和５年（２０２３年）９月１２日（火）から令和５年（2023



年）９月１９日（火）までの、午前９時から午後５時までとする

（ただし、休日及び正午から午後１時までを除く。）。  

郵送する場合は、令和５年（2023 年）９月１９日（火）までに

必着のこと。また、不慮の事故による紛失又は遅配については考

慮しない。 

ウ 提出部数 

    １部とする。 

エ 提出先 

(ｱ) 持参の場合 

２の担当部局 

(ｲ) 郵送の場合 

２の担当部局 

なお、封筒の表面に申請する「事業名」及び「入札参加表明

書及び入札参加資格審査に関する提出書類在中」を明記するこ

と。 

(3) 参加資格者名簿に登録されていない者の参加  

４ (2)ア (ｸ)又は４ (2)オ (ｱ)  に掲げる参加資格者名簿に登録さ

れていない者も、申請書等及び添付書類を提出できるが、競争入札

参加資格審査申請書又は物品競争入札（見積）参加資格審査申請書

（以下「資格審査申請書」という。）を提出しなければならない。

提出方法等については、次によるものとする。  

ア 資格審査申請書の交付方法及び場所 

熊本市ホームページへの掲載又はオ (a)(b)での配布の方法に

より交付するものとする。配布時間は午前９時から午後４時ま

で（ただし、休日及び正午から午後１時までを除く。熊本市ホー

ムページにおいては、その運用時間内においてダウンロードで

きる。なお、ホームページのＵＲＬは、次のとおり。  

http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=

5&id=3331&class_set_id=2&class_id=195 

 

郵送又は電送（ファックス、電子メール）による交付は行わな

い。 

イ 提出方法 

提出の際は封筒に入れ、封筒の表面に「特定調達契約に係る参

加資格審査申請書在中」、「事業名」及び「開札日時」を明記する

こと。郵送する場合は一般書留又は簡易書留によることとし、そ

http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=3331&class_set_id=2&class_id=195
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=3331&class_set_id=2&class_id=195


れ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。受付時間

は午前９時から午後４時まで。ただし、休日及び正午から午後１

時までを除く。 

ウ 提出期限 

５ (2)イで示す参加表明書等提出期限日の午後４時までとす

る。 

郵送する場合は、同日の午後５時１５分までに必着（配達が完

了していること。不慮の事故による紛失又は遅配については考

慮しない。）とする。  

エ 資格審査申請書の作成に用いる言語等  

資格審査申請書及び必要書類は日本語で作成すること。なお、

必要書類のうち外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記し、

又は添付すること。また、金額は、出納官吏事務規程（昭和２２

年大蔵省令第９５号）第１６条に規定する外国貨幣換算率によ

り日本国通貨に換算し、記載すること。  

オ 提出場所及び送付先  

(a) 「競争入札参加資格審査申請書」の提出及び送付  

郵送のみ 

〒８６０－８６０１ 熊本市中央区手取本町１番１号 

熊本市長（熊本市総務局契約監理部工事契約課）宛  

(b)  「物品競争入札（見積）参加資格審査申請書」の提出及び

送付 

① 持参する場合 

熊本市中央区手取本町１番１号 熊本市役所本庁舎６階 

熊本市総務局契約監理部契約政策課物品契約班  

② 郵送する場合 

〒８６０－８６０１ 熊本市中央区手取本町１番１号 

熊本市長（熊本市総務局契約監理部契約政策課物品契約班）

宛 

(4) 競争入札参加資格の確認  

参加表明書等の提出期限日をもって行うものとする。ただし、５

(3)の申請（特例規則第４条第１項の申請）をする者については、

この限りでない。結果（競争入札参加資格がないと認めた場合はそ

の理由も含む。）については、令和５年（２０２３年）１０月４日

（水）までに、代表企業に書面により通知する。  

 



６ 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明  

(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日

の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に、市長に対し

て競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面（様式は

自由）により説明を求めることができる。  

(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる

最終日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）以内に、説明

を求めた者に対し書面により回答する。  

 

７ 入札説明会 

入札説明会は実施しない。 

 

８ 入札説明書等に対する質問  

入札説明書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質

問書を提出すること。  

(1) 第１回質問の受付及び回答  

ア 受付期間 

入札説明書等公表の日から令和５年（２０２３年）８月２５日

（金）午後５時まで 

イ 受付方法 

「別紙１  入札説明書等に関する質問書」に必要事項を記載

の上、２の担当部局に電子メールにより提出すること。なお、電

子メール送信後、市に電話にて受領確認を行うこと。  

ウ 回答 

令和５年（２０２３年）８月下旬頃に本市ホームページ上に公

表する。 

(2) 第２回質問の受付及び回答  

ア 受付期間 

入札説明書等に関する第１回質問の受付締切日から令和５年

（２０２３年）１０月６日（金）午後５時まで 

イ 受付方法 

「別紙１  入札説明書等に関する質問書」に必要事項を記載

の上、２の担当部局に原則としてメールにより提出すること。な

お、電子メール送信後、市に電話にて受領確認を行うこと。  

ウ 回答 

令和５年（２０２３年）１０月下旬頃に本市ホームページ上に



公表する。 

 

９ 入札説明書等に関する個別対話  

本市及び入札参加者が十分な意思疎通を図ることによって、入札

参加者が本事業の趣旨・入札説明書等の意図を理解することを目的

として、本市と入札参加者との個別対話を以下のとおり実施する。  

(1) 開催日 

令和５年（２０２３年）１０月１６日（月）及び１７日（火）予定 

※開催日時は予定であるため、上記以外の日に実施する場合もあ

る 

(2) 開催場所 

別途通知する。 

(3) 参加資格 

本事業の入札参加者とし、共同企業体の結成を予定している複

数社でまとめて申し込むこと。この場合の開催場所での参加人数

は合計で４名以内とする。 

(4) 申込方法 

「別紙２  個別対話参加申込書及び個別対話の議題」に必要事

項を記載の上、令和５年（２０２３年）１０月６日（金）午後５時

までに、２の担当部局に電子メールにより提出すること。開催日時

及び場所の確定等については、参加申込のあった入札参加者全て

に個別に連絡する。  

(5) 公表等 

個別対話の内容は、入札参加者の特殊な技術、ノウハウ等に係る

もので、当該入札参加者の権利、競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれのあると認められるものを除き、令和５年（２０２３

年）１０月下旬頃に本市ホームページにおいて公表する予定であ

る。 

 

１０ 入札書及び提案書の提出 

５(4)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次

に定める方法に従い、入札書及び提案書類（添付書類を含む。以下同

じ。）を持参又は郵送により提出すること。なお、郵送する場合は、

一般書留又は簡易書留等配達記録が残る方法によるものとし、電送

（ファックス、電子メール等）による提出は受け付けない。  

提出書類については、別添「様式集（入札書及び提案書審査）」に



基づき作成し、提出すること。  

(1) 受付期間 

令和５年（２０２３年）１１月２０日（月）から令和５年（２０

２３年）１１月２７日（月）までの午前９時から午後５時までとす

る（ただし、休日及び正午から午後１時までを除く。）。  

(2) 提出部数 

正本１部及び副本１５部 

(3) 提出先 

ア 持参による場合 

２の担当部局 

イ 郵送による場合 

２の担当部局 

令和５年（２０２３年）１１月２７日（月）までに必着のこと。

なお、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。  

なお、封筒の表面に申請する「事業名」及び「入札書及び提案

書在中」を明記すること。  

(4) 提出書類 

別表２のとおり 

ア 入札書 

一の封筒に入れ、入札書に押印した印鑑と同じもので封筒の

全ての継ぎ目に封印（下図参照）し、「事業名」、「入札書在中」

及び「入札参加者名」を記載すること。  

郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「事業名」、

「入札書在中」及び「親展」を明記し、入札書を封入した封筒を

入れて提出すること。  



 

 

イ 提案書 

アとは別にまとめ、「事業名」、「提案書在中」及び「入札参加

者名」を記載すること。  

(5)  落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び

地方消費税に相当する額を加算した金額をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額から

消費税及び地方消費税に相当する額を控除した金額を入札書に

記載すること。 

 

(6) 入札の辞退 

入札を辞退する者は、様式集及び作成要領「様式３－１  辞退届」

を、入札及び提案に係る書類の提出期限までに、２の担当部局まで

提出すること。 

 

１１ 入札に参加する者が１者である場合の措置 

 入札に参加する者が１者であっても、入札を執行するものとする。  

 

１２ 開札等 

(1) 開札は、入札参加者立ち合いの下で行う。入札書は、令和５年

（２０２３年）１２月１５日（金）午後３時に次の会場において

開札する。この場合において、入札者が開札に立ち会わないとき

※あくまで例であるため、使用する封筒  

に応じて全ての継ぎ目に封印がなされ  

ているか確認すること。  



は、本件入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。 

会場：熊本市教育委員会事務局７階Ｄ会議室  

（熊本市中央区花畑町９番６号ＳＰｒｉｎｇ熊本花畑町） 

(2) 入札執行回数は、１回とする。  

(3) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、撤回、引換え又は

取消しをすることができない。また、提出した提案書についても、

追加、書換え、引換え、又は撤回をすることができない。  

(4) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、い

ったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。  

(5) 熊本市工事競争入札心得（平成２年告示第１０７号）第７条に

準じるほか、各提出書類等に虚偽の記載をした者のした入札は無

効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札

決定を取り消すものとする。なお、競争入札参加資格があると確

認された者であっても、落札決定の時において４に規定する競争

入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のな

い者に該当するものとする。  

(6) １０の方法によらないで提出された入札書及び提案書（期限ま

でに到達しなかった場合を含む。）は、これを無効とする。  

(7) 提案書の提出がない場合は、当該入札を無効とする。  

(8) 無効とした入札書は、返却しないものとする。  

 

１３ 提案書に関するヒアリングの実施  

本市は、入札参加者に対し、令和５年（２０２３年）１２月中旬に

提案書の内容に関するヒアリング等を実施する。詳細については、

代表企業に別途連絡する。  

なお、ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、当該入札は

無効とする。ただし、悪天候、出席予定者の事故等、市長がやむを得

ないと認める理由により欠席した場合で、入札手続に支障のない範

囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時に

おいてヒアリングを行うものとする。 

 

 

１４ 落札者の決定方法 

(1) 落札者決定基準に規定する総合評価点が最も高い者を落札者

とする。 

(2) 総合評価点が最も高い者が複数ある時は、性能評価点が最も高



い者を落札者とし、性能評価点も同点の場合は、当該者にくじを

引かせて落札者を決定するものとする。くじの日時及び場所につ

いては別途通知する。 

(3) 詳細は落札者決定基準による。  

 

１５ 落札者として選定されなかった者に対する理由の説明  

(1) 落札者とならなかった者は、落札者の公表を行った日の翌日か

ら起算して５日（休日を含まない。）以内に、市長に対して落札者

として選定されなかった理由について、書面（様式は自由）によ

り説明を求めることができる。  

(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる

最終日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に、説明

を求めた者に対し書面により回答する。  

 

１６ その他の留意事項 

(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨

に限る。 

(2) 入札保証金 

熊本市契約事務取扱規則（昭和３９年規則第７号）第５条に定め

るところにより、免除とする。  

(3) 契約保証金 

熊本市契約事務取扱規則第２２条の定めるところにより、落札

者は、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を契約締結の

時までに納付すること。ただし、利付国債の提供又は金融機関の保

証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、次に掲

げる場合においては、契約保証金を免除とする。  

ア 保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を

結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。  

イ 落札者から委託を受けた保険会社と本市が工事履行保証契約

を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。  

(4) 契約書（案） 

熊本市ホームページへ掲載するほか、２の担当部局で閲覧に供

する。 

(5) 申請書等に関する事項  

ア 提出期限までに申請書等の全部又は一部を提出しなかった場

合は入札参加者として認められないものとする。  



イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

ウ 提出された申請書等は、返却しない。  

エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出

者に無断で使用しない。  

オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は

認めない。 

カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申

請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消

し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指

名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。  

(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間

に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格がな

いものと判明した場合には、当該者に対する競争入札参加資格確

認の通知を理由を付して取り消すものとする。この取り消しの通

知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して５

日（休日を含まない。）以内に、市長に対して競争入札参加資格が

ないと認めた理由について、書面により説明を求めることができ

る。 

(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が４に規定する競

争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しない

ことができるものとする。  

(8) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること

(消せるボールペンは不可）。  

(9) 当該競争入札に付する工事は、地方自治法第９６条第１項第５

号及び熊本市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和３９年条例第１６号）第２条の規定に該当

するので、落札者とは仮契約を締結し、市議会の議決を経た後に

正式契約となるものである。  

なお、議会の議決を得られなかったことにより落札者に損害が

生じても、本市は、一切その責を負わない。  

(10) 市議会の議決に付すべき契約については、落札者の決定後、

市議会の議決を経た後に正式契約するときまでの間に、落札者が

次のいずれかに該当するときは、仮契約を締結する前にあっては

仮契約を締結せず、仮契約を締結した後にあっては仮契約を解除

する。これらの場合において、落札者に損害が生じても、本市は、

一切その責を負わない。  



ア 落札者決定後に指名停止要綱に基づく指名停止を受けたとき。 

イ ４の競争入札参加資格を満たさなくなったとき。  

ウ 契約の履行が困難と認められる事由が生じたとき。  

 

(11)以上のほか、詳細は入札説明書による。  

 

１７ Ｓｕｍｍａｒｙ 

(1) Project Name: 

Tenmei School Zone's Integrated Compulsory Education School 

Facility Construction Project 

 

(2) Project Overview: 

Based on the "Fundamental Plan for the Tenmei School Zone's 

Integrated Compulsory Education School" formulated in 

December 2022, the four elementary schools in the Tenmei 

School Zone (Nakamidori ES, Zendomo ES, Okukoga ES and 

Kawaguchi ES) and Tenmei Junior High School will be combined 

into an integrated-type compulsory education school facility 

that will be constructed using the design and construction 

batch order procedure. 

 

(3) Project Location: 

2146-1 Okukoga-machi, Minami-ku, Kumamoto City 

 

(4) Project Period: 

From the contracting day of the Design & Construction Work 

Contract until March 31st, 2029 

 

(5) Bid Participation Document's Submission Period: 

From September 12 (Tuesday), 2023 9:00 AM to 5:00 PM on 

September 19 (Tuesday), 2023.  

If you submit the documents by post, they must arrive by 

September 19, 2023. Furthermore, late or lost submission due 

to unforeseen circumstances, will not be considered. Please 

plan accordingly. 

 



(6) Proposal and Bid Submission Period: 

From November 20 (Monday), 2023 9:00 AM to 5:00 PM on 

November 27 (Monday), 2023 

When you submit the documents by post, they must arrive by 

November 27, 2023. Furthermore, late or lost submission due 

to unforeseen circumstances, will not be considered. Please 

plan accordingly. 

 

(7) Administrating Office: 

Education Reform Promotion Section of the Kumamoto City 

Board of Education Secretariat’s Educational Affairs 

Department 

Address: 1-1 Tetorihoncho, Chuo-ku, Kumamoto City, Kumamoto 

Prefecture 〒860-8601 

Email: kyouikukaikaku@city.kumamoto.lg.jp 

Phone: 096-328-2708 

 

(8) Language and Currency to be Used: 

Japanese Language and Japanese Yen (JPY) 

  



別表１（参加表明書等提出書類）  

１．参加表明書 

 ・参加表明書 （様式 1-1） 

２．資格審査に関する提出書類  

 ・資格審査申請書 （様式 2-1） 

 ・設計業務を行う者の参加資格等要件に関する書類 （様式 2-2） 

 ・建設工事業務を行う者の参加資格等要件に関する書類 （様式 2-3） 

 ・工事監理業務を行う者の参加資格等要件に関する書類 （様式 2-4） 

 ・太陽光発電設備を用いて発電した電力を本施設に供給

する PPA 事業に係る契約を本市と締結する者の参加資

格等要件に関する書類  

（様式 2-5） 

 ・入札参加者構成表及び役割分担表  （様式 2-6） 

 ・委任状（構成員及び協力企業→代表企業） （様式 2-7） 

 ・委任状（代表企業用）  （様式 2-8） 

 ・事業実施体制 （様式 2-9） 

 ・共同企業体協定書の写し  （書式自由）  

 ・会社概要書（代表企業及び構成員の全企業） （書式自由）  

 ・定款（代表企業及び構成員の全企業） （書式自由）  

 ・決算報告書（代表企業及び構成員の全企業、直近 3 箇

年） 
（書式自由）  

 ・登記簿謄本（代表企業及び構成員の全企業、直近の履歴

事項全部証明書原本）  
（書式自由）  

 ・納税証明書（代表企業及び構成員の全企業、直近 3 箇

年） 

その 1、その 3 の 3 

（書式自由）  

その他 

 ・辞退届（辞退する場合のみ）  （様式 3-1） 

※作成方法及び様式については、「様式集」を参照  

  



別表２（入札書及び提案に係る書類）  

○ 入札書類審査に関する提出書類  

 ・入札書類審査提出書  （様式 A-1） 

 ・入札参加者構成表  （様式 A-2） 

 ・入札書 （様式 A-3） 

 ・入札価格内訳 （様式 A-4） 

 ・要求水準書及び添付書類に関する確認書  （様式 A-5） 

○ 提案書 

 ・事業計画に関する事項  （様式 B-1～3） 

 ・設計業務に関する事項  （様式 C-1～8） 

 ・建設・工事監理業務に関する事項 （様式 D-1～3） 

 ・環境配慮に関する事項 （様式 E-1～2） 

 ・事業スケジュール表  （様式 F-1） 

 ・計画図面等提案書類  （様式 G-1～19） 

○基礎審査項目チェックシート  （様式 H-1） 

※作成方法及び様式については、「様式集」を参照  


